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   寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理に

ついて 

 

寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように定める。 
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 提案理由 

職員の休業制度の導入に伴い、関係条例の条文の整理を図るため提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

 

 (寒川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正) 

第1条 寒川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年寒川町条例第3

号)の一部を次のように改正する。 

第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に

次の1号を加える。 

(4) 職員の休業に関する状況 

 (寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 

第2条 寒川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年寒川町条例第2号)の一部を次

のように改正する。 

第2条第1号中「育児休業法第6条第1項の規定」を「育児休業法第6条第1項又は寒

川町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年寒川町条例第 号)第9条第1項の

規定」に改める。 

  第9条第1号中「育児休業法第6条第1項の規定」を「育児休業法第6条第1項又は寒

川町職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



(第 1条 関 係 )寒 川 町 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(報 告 事 項 ) (報 告 事 項 ) 

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運

営 等 の 状 況 に 関 し 、任 命 権 者 が 報 告 し な

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法 第 22条 の 2第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職

員 及 び 同 法 第 28条 の 5第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項 と す る 。  

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運

営 等 の 状 況 に 関 し 、任 命 権 者 が 報 告 し な

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法 第 22条 の 2第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職

員 及 び 同 法 第 28条 の 5第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項 と す る 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (4) 職 員 の 休 業 に 関 す る 状 況  

(4)～ (8) （ 略 ）  (5)～ (9) （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) (育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) 

第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

(1) 育 児 休 業 法 第 6条 第 1項 の 規 定     

                                 

                                 

       に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ

た 職 員  

(1) 育 児 休 業 法 第 6条 第 1項 又 は 寒 川 町

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例

(令 和 2年 寒 川 町 条 例 第  号 )第 9条 第 1

項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ

れ た 職 員  

(2)～ (4) （ 略 ）  (2)～ (4) （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(育 児 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き な い

職 員 ) 

(育 児 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き な い

職 員 ) 

第 9条  育 児 休 業 法 第 10条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

第 9条  育 児 休 業 法 第 10条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

(1) 育 児 休 業 法 第 6条 第 1項 の 規 定     

                                 

               に よ り 任 期 を 定 め て

(1) 育 児 休 業 法 第 6条 第 1項 又 は 寒 川 町

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例

第 9条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め



採 用 さ れ た 職 員  て 採 用 さ れ た 職 員  

(2) （ 略 ）  (2) （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

    附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


